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(57)【要約】
【課題】複数の外壁面材が上下に並べられた外壁を有す
る建物を効率的に施工できる施工方法を提供する。
【解決手段】この建物の施工方法は、複数の外壁面材５
１が上下に並べられる外壁を備える建物の施工方法であ
り、１枚または複数枚の上記外壁面材５１および下地材
５２（５３）を存在させないことにより得られる一時開
口を通して屋内側から屋外側に突出する複数の持出部材
３２ｂを設ける工程と、上記持出部材３２ｂを用いて足
場３２を設ける工程とを、上記足場３２の撤去後に上記
一時開口に外壁面材５１を屋内側から取り付ける工程と
、を含むことを特徴とする。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の外壁面材が上下に並べられる外壁を備える建物の施工方法であって、１枚または
複数枚の上記外壁面材および下地材を存在させないことにより得られる一時開口を通して
屋内側から屋外側に突出する複数の持出部材を設ける工程と、上記持出部材を用いて足場
を設ける工程と、上記足場の撤去後に上記一時開口に外壁面材を屋内側から取り付ける工
程と、を含むことを特徴とする建物の施工方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の建物の施工方法において、最上位置の外壁面材を建物の躯体に取り付
ける一方で、上から２段目以下の１枚または複数枚の外壁面材および下地材を一時的に存
在させないことを特徴とする建物の施工方法。
【請求項３】
　請求項２に記載の建物の施工方法において、建物の躯体に屋根が取り付けられている状
態で、上記足場を用いて最上位置の外壁面材に屋外設置部材を取り付けることを特徴とす
る建物の施工方法。
【請求項４】
　請求項１～請求項３のいずれか１項に記載の建物の施工方法において、上記外壁として
、複数の外壁面材が上下に並べられて一体化された形態の外壁パネルを用い、当該外壁パ
ネルを、１枚または複数枚の上記外壁面材を存在させない状態で建物の躯体に取り付ける
ことを特徴とする建物の施工方法。
【請求項５】
　請求項４に記載の建物の施工方法において、上記外壁パネルは、上記外壁面材および当
該外壁面材が固定される第１下地材が存在しない箇所を有しており、上記第１下地材が存
在しない箇所を跨いで上下の第１下地材を縦に連結する第２下地材が着脱可能に取り付け
られていることを特徴とする建物の施工方法。
【請求項６】
　請求項５に記載の建物の施工方法において、上記第２下地材を第１下地材から取り外す
ことで形成した一時開口を利用して足場を作製する一方で、上記足場の撤去後には、上記
一時開口に外壁面材を屋内側から取り付け、第２下地材を第１下地材に取り付けることを
特徴とする建物の施工方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、複数の外壁面材が上下に並べられた外壁を有する建物の施工方法に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、大判化外壁パネルおよびこの大判化外壁パネルを建物の躯体に取り付
ける構造が開示されている。大判化外壁パネルは、パネルフレームと、このパネルフレー
ムに取付けられた上下に並ぶ複数枚の、断熱材を含む横長形状の外壁面材とを備える。ま
た、上記パネルフレームは、左右の縦フレーム材および上下端の横フレーム材が矩形に組
まれた外周フレーム部と、この外周フレーム部に互いに横幅方向に間隔を開けて配置され
て上下端が上下の横フレーム材に接合された複数の縦胴縁とからなる。
【０００３】
　また、特許文献２には、足場を組むことなく，建物開口部毎に設置することによって建
物開口部の工事をなし得るようにした養生装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１６－１１３８３９号公報
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【特許文献２】特開２００６－１５２６９５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記特許文献はいずれも、複数の外壁面材が上下に並べられた外壁を有
する建物の効率的な施工方法を開示するものではない。
【０００６】
　この発明は、上記の事情に鑑み、複数の外壁面材が上下に並べられた外壁を有する建物
を効率的に施工できる建物の施工方法を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この発明の建物の施工方法は、上記の課題を解決するために、複数の外壁面材が上下に
並べられる外壁を備える建物の施工方法であって、１枚または複数枚の上記外壁面材およ
び下地材を存在させないことにより得られる一時開口を通して屋内側から屋外側に突出す
る複数の持出部材を設ける工程と、上記持出部材を用いて足場を設ける工程と、上記足場
の撤去後に上記一時開口に外壁面材を屋内側から取り付ける工程と、を含むことを特徴と
する。
【０００８】
　上記の方法であれば、建てようとする建物の周囲に地上から軒まで足場を組むことなく
、上記一時開口を用いて作製した足場によって、建物の高位置において屋外設置部材を外
壁面材に取り付ける作業等が容易に行えるようになる。また、上記一時開口は、例えば、
建物の桁面（平側）の全幅に渡って形成することが可能であるので、この一時開口を用い
た足場も桁面（平側）の全幅に渡って作製することもできる。
【０００９】
　上記の建物の施工方法において、最上位置の外壁面材を建物の躯体に取り付ける一方で
、上から２段目以下の１枚または複数枚の外壁面材および下地材を一時的に存在させない
こととしてもよい。これによれば、上記足場を用いて最上位置の外壁面材に屋外設置部材
である雨樋等を容易に取り付けることができる。
【００１０】
　上記の建物の施工方法において、建物の躯体に屋根が取り付けられている状態で、上記
足場を用いて最上位置の外壁面材に屋外設置部材を取り付けてもよい。これによれば、上
記屋根の下端側の適切な位置に雨樋等を取り付けることができる。
【００１１】
　上記の建物の施工方法において、上記外壁として、複数の外壁面材が上下に並べられて
一体化された形態の外壁パネルを用い、当該外壁パネルを、１枚または複数枚の上記外壁
面材を存在させない状態で建物の躯体に取り付けるようにしてもよい。これによれば、複
数の外壁面材が上下に並べられて一体化された外壁パネルによる外壁の施工を可能としつ
つ、上記外壁面材を存在させない箇所において当該外壁パネルに建物施工時に利用できる
一時開口を形成することができる。
【００１２】
　上記の建物の施工方法において、上記外壁パネルは、上記外壁面材および当該外壁面材
が固定される第１下地材が存在しない箇所を有しており、上記第１下地材が存在しない箇
所を跨いで上下の第１下地材を縦に連結する第２下地材が着脱可能に取り付けられていて
もよい。
【００１３】
　上記の建物の施工方法において、上記第２下地材を第１下地材から取り外すことで形成
した一時開口を利用して足場を作製する一方で、上記足場の撤去後には、上記一時開口に
外壁面材を屋内側から取り付け、第２下地材を第１下地材に取り付けるようにしてもよい
。
【発明の効果】
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【００１４】
　本発明であれば、外壁面材および下地材を存在させないことにより得られる外壁の一時
開口を通して足場が形成されるので、効率的な建物施工が行えるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】この発明の実施形態にかかる建物の施工方法で用いられる外壁パネルの施工時構
造体を示した背面図である。
【図２】同図（Ａ）は図１の外壁パネルにおける外壁面材の上部および下部の断面を示し
た説明図であり、同図（Ｂ）は図１の上下に並ぶ外壁面材の嵌め込み箇所を示した説明図
である。
【図３】図１の外壁パネルの施工時構造体を地上で組み立てる地組架台の一例を示した正
面図である
【図４】図１の外壁パネルの施工時構造体を建物の躯体に取り付けた状態を示した説明図
である。
【図５】図１の外壁パネルの施工時構造体を建物の躯体に取り付けるために天秤で吊り上
げている状態を示した説明図である。
【図６】図１の外壁パネルの施工時構造体に形成された一時開口および他の外壁パネルの
施工時構造体に形成された一時開口を利用して作製された足場および昇降路を示した説明
図である。
【図７】図１の外壁パネルの施工時構造体に形成された一時開口を利用して作製された足
場を示した説明図である。
【図８】実施形態を示す図であって、同図（Ａ）は最上階に設けた昇降路を、建物の屋根
等を省略して示した説明図であり、同図（Ｂ）は、同図（Ａ）に、屋根、外壁パネル、足
場を重ねて描いた説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、この発明の実施の形態を添付図面に基づいて説明する。
　図１に示すように、この実施形態にかかる建物の施工方法で用いられる外壁パネルの施
工時構造体５は、複数の横長の外壁面材５１を上下に並べて下地材である第１下地材（縦
胴縁）５２で相互に連結されて一体化された形態で建物の躯体に取り付けられる構造を有
する。図１に示す例では、６本の第１下地材５２を備えており、各第１下地材５２は、リ
ップ溝形鋼等の開放断面鋼材或いは角形鋼管などの閉鎖断面鋼材からなる。
【００１７】
　上記外壁面材５１は、例えば、図２（Ａ）および図２（Ｂ）に示すように、不燃断熱材
５１ａを鋼板５１ｂ、５１ｃで挟み込んだ金属サンドイッチパネルである。２枚の外壁面
材５１を上下に並べた場合、下段に位置する外壁面材５１の上端面に形成された横幅方向
に長い２か所の凹部５１ｄに、上段に位置する外壁面材５１の下端面に形成された横幅方
向に長い２か所の凸部５１ｅが嵌まり込むことにより、上下の外壁面材５１が互いに面外
方向に位置ずれしないように組み合わされる。
【００１８】
　また、例えば、図３に示す地組架台１を用いることにより、上記複数の外壁面材５１を
上下に並べて第１下地材５２で連結した外壁パネルを、当該外壁パネルが取り付けられる
建物の躯体の外壁取付箇所とは異なる場所で組み立てることができる。上記地組架台１は
、例えば、複数の柱状部材１１と梁状部材１２とを縦横に組んでなるものであるが、その
構造については図３に示すものに限定されない。
【００１９】
　作業者は、上記第１下地材５２を地組架台１にセットした後に、外壁面材５１をセット
し、このセットした上記外壁面材５１の上端部側にビス等をねじ込み、上記外壁面材５１
を、先にセットした上記第１下地材５２に固定する。この作業を繰り返すことで外壁パネ
ルの施工時構造体５が作製される。
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【００２０】
　上記外壁パネルの施工時構造体５では、上から２段目の外壁面材５１が存在すべき箇所
において第１下地材５２が分断されて上下に離間しており、最上位置の外壁面材５１は上
側の第１下地材５２に装着され、上から２段目となる外壁面材５１および第１下地材５２
は未装着とされ、上から３段目以下では全ての外壁面材５１が下側の第１下地材５２に装
着されている。すなわち、この例の外壁パネルの施工時構造体５は、上から２段目の１段
のみ外壁面材５１および第１下地材５２が存在しない構造を有する。
【００２１】
　そして、上記外壁パネルの施工時構造体５は、図１に示したように、例えば、最上位置
の外壁面材５１から６段目となる外壁面材５１に至る縦長さを有する下地材である第２下
地材５３を備えている。上記第２下地材５３は、上記第１下地材５２が不存在の箇所を跨
いで、上下に位置する第１下地材５２と接続される。上記第２下地材５３は、上記地組架
台１において上記第１下地材５２に取り付けることができる。上記第２下地材５３は、上
記第１下地材５２に対して着脱自在に取り付けられており、施工時構造体５が建物の躯体
７に取り付けられた後で一旦外せるようになっている。
【００２２】
　上記第１下地材５２は、例えば、２つの対向面部およびこれら対向面部を繋ぐ閉鎖面部
を有する溝形鋼からなり、上記対向面部の一方の側において外壁面材５１がビス固定され
ている。
【００２３】
　また、図４に示すように、上記外壁パネルの施工時構造体５が取り付けられる建物の躯
体７は、例えば、屋根７Ａが支持される屋根梁７１、耐風梁７２、床梁７３等を備えてい
る。また、上記屋根梁７１には、繋ぎ材７１ａが所定のピッチで固定されており、また、
繋ぎ材７１ａを貫通させて屋根側耐風梁７２Ａが設けられている。上記外壁パネルの施工
時構造体５の建物の躯体７への取り付けにおいては、例えば、上記第１下地材５２の上記
対向面部の他方の側が、上記建物の躯体７における屋根側耐風梁７２Ａ、耐風梁７２、床
梁７３等に、Ｌアングル等の金具、固定ボルト、高さ調整ボルト等を用いて固定される。
【００２４】
　また、例えば、上記第２下地材５３も溝形鋼とされ、その閉鎖面部を上記第１下地材５
２の閉鎖面部に対面させることで、上記第１下地材５２の横位置に取り付けられる。上記
閉鎖面部には、例えば、所定ピッチでボルト挿通孔が形成されており、このボルト挿通孔
に縫い通されたボルトとナットとによって、上記第２下地材５３が上記第１下地材５２に
着脱自在に取り付けられる。なお、上記第１下地材５２および上記第２下地材５３が閉鎖
断面形状を有する角形鋼管である場合でも、同様のボルトによる取付構造とすることがで
きる。また、上記の着脱自在とするための構造は、ボルトとナットを用いる構造に限らな
い。
【００２５】
　また、外壁パネルの施工時構造体５は、図５に示すように、天秤８を用いて吊り上げる
ことができる。この天秤８は、一方の側に固定部８１を備え、他方の側にカウンターウェ
イト８２を備える。上記固定部８１は、外壁パネルの施工時構造体５の第１下地材５２、
第２下地材５３、外壁面材５１、或いは、これらに仮固定された部材に固定される。天秤
８はクレーン等の吊元８３によって吊られる。
【００２６】
　建物の施工においては、上記のように吊り上げた外壁パネルの施工時構造体５を上記第
１下地材５２によって建物の躯体７に取り付けていく。より具体的には、上記外壁パネル
の施工時構造体５における上側の第１下地材５２を屋根側耐風梁７２Ａに固定し、下側の
第１下地材５２を耐風梁７２に固定する。なお、外壁パネルの施工時構造体５の下方には
、全ての外壁面材５１が取り付けられている通常の外壁パネル５Ａが建物の躯体７に取り
付けられており、この外壁パネル５Ａの下地材の上端に、上記外壁パネルの施工時構造体
５の第１下地材５２の下端が、例えばジョイントプレートによって固定される。
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【００２７】
　上記のように、外壁面材５１における第１下地材５２を建物の躯体７に固定した後に、
上記第２下地材５３を上記第１下地材５２から取り外す。上記第１下地材５２は上記のよ
うに躯体７に固定されているので、上記第２下地材５３を上記第１下地材５２から取り外
しても、上記外壁面材５１が躯体７から外れることはない。そして、このように上記第２
下地材５３を上記第１下地材５２から取り外すことで、図６および図７に示すように、外
壁面材５１の存在しない箇所において上記第２下地材５３も存在しない一時開口、すなわ
ち、下地材で遮られない施工時利用が可能な開口を形成する。
【００２８】
　例えば、建物の最上階の桁面において、複数枚の上記施工時構造体５が躯体７に取り付
けられる。図６に示す例では、右から１枚目と３枚目の施工時構造体５については、上か
ら２段目の外壁面材のみが不存在となっている。一方、右から２枚目の施工時構造体５Ｂ
については、昇降路３１を配置するために、上から２段目、３段目および４段目の外壁面
材５１が不存在とされている。
【００２９】
　上記昇降路３１は、図８（Ａ）、図８（Ｂ）にも示すように、最上階の屋内側の床面に
設置される第１階段部３１Ａと、上記右から２枚目の施工時構造体５Ｂにおける中央上位
置の外壁面材５１上を渡る渡り床部３１Ｂと、この渡り床部３１Ｂの屋外側に設置され、
上方の足場３２に連結される第２階段部３１Ｃとを備える。
【００３０】
　上記足場３２においては、例えば、２本の屋根梁７１，７１から垂下された支持部材３
２ａによって、水平配置された持出部材３２ｂの基端側が２点支持され、この持出部材３
２ｂの先端側が一時開口を通して屋外側に突出される。上記持出部材３２ｂは、桁面の水
平方向に複数設置される。そして、上記複数の持出部材３２ｂ上に歩み板等を配置して足
場３２の床を作製する。また、足場３２の屋外側端部に手摺り３２ｃを取り付ける。なお
、上記昇降路３１や足場３２は単管（パイプ）やパイプ止め等を用いて既存の方法で作製
することができる。
【００３１】
　上記足場３２を利用することで、外壁回りの作業を行うことができる。すなわち、建て
ようとする建物の周囲に地上から軒まで足場を組むことなく、上記一時開口を用いて作製
した足場３２によって、建物の高位置において屋外設置部材を外壁面材５１に取り付ける
作業等が容易に行えるようになる。また、上記一時開口は、例えば、建物の桁面（平側）
の全幅に渡って形成することが可能であるので、この一時開口を用いた足場３２も桁面（
平側）の全幅に渡って作製することもできる。
【００３２】
　また、上記のように、最上位置の外壁面材５１が建物の躯体７に取り付けられると、最
上位置の外壁面材５１に、屋外設置部材として雨樋等を容易に取り付けることができる。
さらに、上記建物の躯体７に屋根７Ａが取り付けられている状態で、最上位置の外壁面材
５１に雨樋を取り付けることにより、上記屋根７Ａの下端に対して的確な位置に当該雨樋
を取り付けることができる。
【００３３】
　上記足場３２を用いた作業が完了したら、上記昇降路３１および上記足場３２を解体撤
去するとともに上記持出部材３２ｂを撤去する。上記足場３２の解体は屋内側から行うこ
とができる。そして、上記一時開口を塞ぐように第１下地材５２付きの外壁面材５１を屋
内側から後付けして、縦に並ぶ複数の第１下地材５２を第２下地材５３によって連結し、
上記施工時構造体５を外壁パネルとして完成させる。なお、例えば、最上位置の外壁面材
５１が躯体７に対して長孔等により多少上下動可能に仮固定できるようにしておくことで
、後付けされる上記外壁面材５１の取り付けが容易になる。また、ボルト挿通孔が形成さ
れたジョイントプレートを、第１下地材５２と第２下地材５３の連結箇所に介在させて、
これら３枚となる板部分をボルト締結してもよい。
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【００３４】
　また、この実施形態のように、複数の外壁面材５１が上下に並べられて一体化された形
態の外壁パネルにおいて１枚または複数枚の上記外壁面材５１を存在させない施工時構造
体５を用いると、このような外壁パネルによる外壁の施工を可能としつつ、上記外壁面材
５１を存在させない箇所において当該外壁パネルに建物施工時に利用できる一時開口を形
成することができる。
【００３５】
　なお、上記の例では、上記施工時構造体５を用いたが、これに限定されるものではなく
、建物の躯体７に外壁面材５１を１枚１枚固定していく施工法においても、一時開口を形
成して足場を形成することができる。最上階に足場を作製する場合には、この足場を用い
て最上位置の外壁面材５１を躯体７に取り付けることもできる。足場の作製位置は最上階
に限らない。
【００３６】
　以上、図面を参照してこの発明の実施形態を説明したが、この発明は、図示した実施形
態のものに限定されない。図示した実施形態に対して、この発明と同一の範囲内において
、あるいは均等の範囲内において、種々の修正や変形を加えることが可能である。
【符号の説明】
【００３７】
１　　　：地組架台
５　　　：施工時構造体
５Ａ　　：外壁パネル
５Ｂ　　：施工時構造体
７　　　：躯体
７Ａ　　：屋根
８　　　：天秤
１１　　：柱状部材
１２　　：梁状部材
３１　　：昇降路
３１Ａ　：第１階段部
３１Ｂ　：渡り床部
３１Ｃ　：第２階段部
３２　　：足場
３２ａ　：支持部材
３２ｂ　：持出部材
５１　　：外壁面材
５１ａ　：不燃断熱材
５１ｂ　：鋼板
５１ｃ　：鋼板
５１ｄ　：凹部
５１ｅ　：凸部
５２　　：第１下地材（下地材）
５３　　：第２下地材（下地材）
７１　　：屋根梁
７１ａ　：繋ぎ材
７２　　：耐風梁
７２Ａ　：屋根側耐風梁
７３　　：床梁
８１　　：固定部
８２　　：カウンターウェイト
８３　　：吊元
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